
レインボーフェスタ！実⾏委員会規約（最終改正：２０１６年１１⽉５⽇） 

 

第１章 総 則 

（名 称） 

第１条 本会は、「レインボーフェスタ！実⾏委員会」と称する。 

 

（事業年度） 

第２条 本会の事業年度は、毎年１⽉１⽇に始まり、１２⽉３１⽇に終わる。 

 

第２章 ⽬的及び事業  

（⽬ 的）  

第３条 本会は、性のあり⽅の多様性を社会に発信し、もって社会の豊かさに貢献することを

⽬的とする。  

 

（事 業） 

第４条 本会は、前条の⽬的を達成するため、次の事業を⾏う。  

（１） 「レインボーフェスタ！」の開催。  

（２） 「関⻄レインボーパレード」の開催。 

（３） その他、前条の⽬的達成に必要な事業に関すること。  

 

（情報の取り扱い） 

第５条 本会は、収集した個⼈および団体・企業の情報を厳正に管理し、前条に定める⽬的の

外には使⽤しない。漏えい・紛失・⽬的外利⽤のあった場合は、速やかにその事実を該当の個

⼈および団体・企業に通知する義務を負う。 

２ 故意に漏えい・紛失・⽬的外利⽤を⾏った会員に対しては除名処分を⾏う。 

 

第３章 会員  

（会 員） 

第６条 本会は、第３条に定める⽬的に賛同する個⼈によって構成する。 

２ 本会会員は、「レインボーフェスタ！」、および、「関⻄レインボーパレード」開催に係る業

務を分担・協⼒して⾏う義務を有する。 

 

（⼊退会） 

第７条 本会の⼊退会は個⼈の⾃由意志で決定し、事務局に届け出ることにより効⼒を⽣ずる。  

２ （１）前号の規定にかかわらず、新規に⼊会を希望する者について、現に会員であるもの



のうち５名以上より疑義が⽣じた場合は、本会は⼊会届を保留し、拒絶することができる。 

  （２）前号の規定にかかわらず、新規に⼊会を希望する者について、「暴⼒団員、または、

暴⼒団と密接に関係する者の暴⼒団員による不当な⾏為の防⽌等に関する法律（平成三年五⽉

⼗五⽇法律第七⼗七号）」第２条に規定する暴⼒団員、または、暴⼒団と密接に関係する者であ

る場合、本会は⼊会を拒絶する。既に会員である者についても⼊会⽇に遡って本項を準⽤する。 

３ 前号の規定に基づいて⼊会を拒絶した場合、本会はその事由について公開するものとする。  

４ 本会の会員期限は、⼊会した年度の末⽇とし、会員期限の切れた会員については⾃動的に

退会したものとする。 

５ 前号の会員期限については、別途事務局に申し出ることによって翌年度末まで延⻑するこ

とができる。延⻑の回数については制限を設けない。 

 
第４章 総 会 

（総会） 

第８条 総会は、毎年度１回開催する。会員のうち３名以上の者が、会議の⽬的たる事項を⽰

して、臨時総会の開催を請求したときは、すみやかに臨時総会を開催する。 

２ 総会および臨時総会の招集、および議事進⾏については事務局がその業務を担当する。 

 

（総会の成⽴）  

第９条 総会は、総会員の過半数以上の出席をもって成⽴するものとする。  

２ あらかじめ委任状を提出した者は、出席者とみなすものとする。 

 

（総会の審議事項） 

第１０条 総会は、次の事項を審議する。  

（１）規約の制定及び改廃に関すること。  

（２）事業計画及び収⽀予算に関すること。  

（３）事業報告及び収⽀決算に関すること。  

（４）役員の選出に関すること。 

（５）その他総会において必要と認める事項 。 

２ 定時総会で議決を得た収⽀決算は、遅滞なく公開するものとする。 

 

（総会の議決） 

第１１条 総会における議事の決定は出席者の議決権の過半数を持って決する。ただし、前条

（１）の規約の制定および改廃、及び総会において重要と認める議事については、出席者の議

決権の３分の２以上を要する。  

 



第５章 機 関 

（役員） 

第１２条 本会の業務を円滑に運営するため、次の役員を置く。 

（１）	 共同代表（１名以上） 

（２）	 事務局⻑（１名） 

２ 共同代表は、委員会の定めるところにより、共同して本会の代表権を⾏使する。やむを得

ず、委員会の決定によらず代表権を⾏使した場合、速やかに委員会に報告し、承認を得るもの

とする。 

３ 前号の規定にかかわらず、共同代表は協議の上、単名で代表権を⾏使することが出来る。 

４ 事務局⻑は、本会の事務業務を掌理し、共同代表に事故⽋員あるときは、その職務を代理

する。 

 

（役員の選出） 

第１３条 役員の選出は、総会において定める⽅法によって、会員の内より互選にて選出する。 

 

（事務局） 

第１４条 本会は、運営に必要な事務処理を⾏うために事務局を設置する。  

２ 事務局⻑は事務処理に必要な会計責任者、および事務局員を選任し、委員会に報告する。 

 

第５章 解 散  

（解 散）  

第１５条 本会を解散しようとするときは、総会において参加者の議決権の３分の２以上の決

を経て、かつ、会員総数の４分の３以上の承諾を得なければならない。 

 

（残余財産）  

第１６条 本会が解散したときに残存する財産は、総会において参加者の議決権の４分の３以

上の決を経てその帰属先を決定するものとする。  

２ その他、本会が解散した時の残務処理は、総会においてこれを決定する。  

 

第６章 雑 則  

（細 則）  

第１７条 この規約の施⾏について必要な細則は、総会において適宜審議し決定する。  

 

附 則  

この規約は、平成２５年５⽉１９⽇から施⾏する。 



附 則  

この改正は、平成２６年４⽉１⽇から施⾏する。 

附 則  

この改正は、平成２７年４⽉１⽇から施⾏する。 

附 則  

この改正は、平成２８年４⽉１⽇から施⾏する。 

附 則  

この改正は、平成２９年１⽉１⽇から施⾏する。平成２８年度の終期を平成２８年１２⽉３１⽇とする。 

 


